
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  災害による所得税の軽減措置                

Ｑ：各地で災害の被害が出ていますが、こ

ういう場合における所得税の軽減措置はどう

なっているのですか？                                   

                                              

Ａ：次のようになっています。 

【解説】 

所得税では、災害で住宅や家財に損害を受

けた場合に、①確定申告をして災害減免法に

定める減免又は免除を受ける方法、②雑損控

除を受ける方法のいずれか有利な方法を選ぶ

ことにより、所得税の全部または一部が軽減

できることとなっています。 

①災害減免法による減免又は免除 

 災害によって受けた住宅又は家財の損害額

がその時価の２分の１以上である場合に減

免又は免除が受けられるもので、災害のあ

った年分の所得金額が500万円以下の場合

は全額免除、500万円超750万円以下の場合

は２分の１の軽減、750万円超1,000万円以

下の場合は４分の１が軽減されます。 

②雑損控除を受ける方法 

 生活に通常必要な資産について損害を受け

た場合に、「差引損失額(損害額－保険金等

により補填された金額)－所得金額の1/10」

と「差引損失額のうち災害関連支出(滅失し

た住宅や家財を除去するための費用等)－

５万円」のうちいずれか多い金額が所得控

除されます。 
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